
令和３年９月１２日執行

え び の 市 長 選 挙 公 報
えびの市選挙管理委員会発行

（この選挙公報は、候補者から提出された原稿をそのまま写真製版により印刷したものです。）

大切で、とても貴重な  その一票
9月12日（日）は

えびの市長選挙の投票日です
◎投票時間　午前 7 時から午後 6 時まで

・お出かけ前に、忘れずに投票をすませましょう。
・入場券を忘れても、名簿登録が確認できれば投票することができますので各投票所で申し出てください。

【期日前投票】
投票日に仕事や病気、冠婚葬祭、旅行などで投票所で投票できない方は、期日前投票ができます。

① 期　　間　　　９月６日（月）から９月１１日（土）まで
　　　　　　　　 午前８時30分から午後８時まで
② 場　　所　　　えびの市役所　本庁　１−１会議室（北側階段ATM隣り）
③ 持参するもの　投票所入場券
　　　　　　　　　　　  期日前投票所では、宣誓書が必要です。入場券裏面に印刷している宣誓書をご自宅で記入し、お持ちいただくと受付時間が短くなります。
　　　　　　　　　　　  入場券を忘れても、名簿登録が確認できれば投票することができますので、 期日前投票所で申し出てください。
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〜選挙における新型コロナウイルス
感染症対策について〜

　えびの市選挙管理委員会では、有権者の皆さまが安心して
投票できるように次の新型コロナウイルス感染症対策を行い
ます。ご理解とご協力をお願いいたします。

◇投票所における新型コロナウイルス感染症対策について
【選挙管理委員会が実施する対策】
・投票所にアルコール消毒液を設置します。
・投票管理者・立会人・事務従事者はマスクを着用し、咳エ

チケットの徹底、手洗い、うがいの実施に努めます。
・定期的に記載台等を消毒します。
・投票所内の定期的な換気に努めます。
・使い捨て鉛筆を準備します。（ご自宅より黒鉛筆をご持参

されても構いません。）

【有権者の皆さまへお願いする対策】
・来場前のご自宅での手洗い、うがいにご協力をお願いします。
・マスクの着用にご協力をお願いします。
・投票所における手指の消毒をお願いします。
・周りの方と距離の確保を保つようご協力をお願いします。

【特例郵便等投票制度について】
　新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされてい
る方でも、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票すること
ができるようになりました。（9 月 8 日（水）までに特例郵
便等投票請求書の提出が必要）
　濃厚接触者の方は、特例郵便等投票制度の対象ではありま
せんので、投票所での投票ができます。マスクの着用や手指
消毒等の感染防止対策の徹底について、ご協力をお願いしま
す。
　詳しくは、市ホームページで確認するか、市選挙管理委員
会事務局（TEL 0984-35-3732）までお問い合わせください。


